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  １．開  会 

○事務局（月宮子ども企画課長） 定刻となりましたので、令和５年度第１回札幌市子ど

も・子育て会議を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。 

 私は、当会議の事務局を担当いたします、子ども未来局子ども企画課長の月宮と申しま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 本日の会議でございますが、委員改選が行われた後の最初の子ども・子育て会議でござ

いますので、会長が決定されるまでの間、進行を務めさせていただきます。 

 初めに、３点ご報告をさせていただきます。 

 まず１点目は、当会議の公開についてでございます。この会議は、札幌市情報公開条例

第２１条に基づき、公開で実施することとしており、本日は会場に傍聴席を設けておりま

す。 

 この本会議の議事をはじめ、原則、会議や議事録は札幌市情報公開条例に基づき、公開

とさせていただきます。なお、公開することにより、公平かつ中立な審議に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認めるときは、会長または部会長が会議に付議し、委員の了承を

もって非公開とすることとされております。 

 なお、委員の皆様の身分は、地方公務員法に基づく、特別職の地方公務員の位置づけで

ございまして、非公開での審議が決定したときは、委員には守秘義務が課されるというこ

とを補足させていただきます。 

 次に、２点目、委員の皆様の出席状況でございます。本日、ご欠席のご連絡を、大森委

員、末岡委員、徳田委員、藪委員よりいただいております。したがいまして、現段階の参

加委員数は２９名中２５名となっており、過半数を上回っておりますので、会議が成立し

ておりますことを報告いたします。 

 なお、途中退席の予定につきまして、本日オンラインでご参加いただいております椎木

委員が１４時半頃、同じく１４時半頃に大場委員の途中退席ということの旨を伺っており

ますので、お知らせをいたします。 

 続きまして、３点目、本日の資料でございます。事前にお配りいたしました資料、右側

の方にインデックスをつけておりまして、資料１から資料８まで全１０種類となってござ

います。資料の不足等はないでしょうか。よろしいでしょうか。 

 また、本日オンライン参加の委員につきましては、ご質問やご意見等がある際は、Ｚｏ

ｏｍのリアクションボタンから「手を挙げる」を選択していただきまして、指名されまし

たら、ミュートを外してご発言をお願いしたいと思います。 

 報告は以上でございます。 

 それでは、会議に先立ちまして、委員の委嘱についてご説明いたします。 

 本来であれば、お一人ずつ委嘱状をお渡しするところではございますが、この後の議事

の充実にご協力をいただきたく、本日は、あらかじめお手元に委嘱状を交付させていただ
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いておりますので、ご了承願います。 

 それでは、委員の委嘱に当たりまして、子ども未来局長の山本からご挨拶を申し上げま

す。 

○事務局（山本子ども未来局長） 皆さんこんにちは。札幌市子ども未来局長の山本でご

ざいます。 

 皆様方におかれましては、このたび、札幌市子ども・子育て会議の委員ということで、

ご多忙の中、快くお引き受けいただきましたことに心から感謝を申し上げます。誠にあり

がとうございます。 

 また、日頃から、様々な場面で、札幌市の子ども・子育て施策に対しまして、多大なる

ご尽力をいただいているということに対しまして、重ねて御礼を申し上げる次第でござい

ます。 

 先ほど、１階入り口、このホテルの会場に入ってまいりまして、右手にお花が飾ってあ

りまして、３５と書いて、花で彩っているのはお気づきになったでしょうか。何だろうと

思って見たら、ちょうどこのホテルポールスター札幌さんが、今年の９月６日ですから、

昨日ですね、３５周年ということで、非常におめでたい日だということで、今日は９月７

日ですけれども、昨日が３５周年だったということで、そんなタイミングでこの会議が開

けるということも何かの縁かなと思いますし、いらっしゃるか分かりませんけれども、ホ

テルポールスター札幌の方々には、お祝いをこの場を借りて申し上げたいと思います。 

 さて、お手元に委嘱状をお配りしておりますところでありますが、この札幌市子ども・

子育て会議、平成２５年９月に設置をいたしました。今回改選で６期目ということになり

ます。 

 札幌市の未来を担う子どもたちがよりよい環境の中で成長していけるように、子ども・

子育て会議の委員の皆様方には、「さっぽろ子ども未来プラン」、あるいは「児童相談体

制強化プラン」の進行管理、そして「子どもの貧困対策計画」の改定、こういった札幌市

におけます子ども・子育て施策全般に対しましてご審議をいただいているところでありま

す。 

 また、令和５年度から「こども基本法」、今年度施行されました。「こども家庭庁」が

発足したところでもあります。この中で、子ども施策の策定等に当たりまして、施策の対

象となる子どもあるいは若者、子育て当事者といった方々の意見を幅広く聞き、反映させ

ていくということがあります。この札幌市子ども・子育て会議におきましても、そういっ

た意味で、今期から大学生の方を委員として、お受けいただくことになりました。ありが

とうございます。 

 皆様の専門的な、あるいは多方面の見地からのご意見を賜ることによりまして、札幌市

の子ども施策、よりニーズに対応したものにしていきたいと、このように考えているとこ

ろであります。 

 何とぞ忌憚のないご意見お寄せいただきまして、この会議、進行がスムーズに進みなが
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ら、子どもたちのために前進があるように心から願いつつ、皆様のこれからのご意見を賜

ることによって、この会議がさらに発展していくということを祈念しまして、簡単でござ

いますけれども、冒頭の私のご挨拶に代えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

  ２．委員紹介 

○事務局（月宮子ども企画課長） 続きまして、委員に就任された方々をご紹介いたしま

す。 

 お手元の資料３、委員名簿に沿ってご紹介いたしますので、お名前を呼ばれましたら、

恐れ入りますが、その場でお立ちいただければと思います。 

 それでは、委員名簿の順にてお呼びさせていただきます。 

 最初に、天野舞子委員です。どうぞご着席ください。 

 続いて、五十鈴理佳委員です。 

 続きまして、大場信一委員です。 

 大森委員は、欠席でございます。 

 続きまして、加藤智恵委員です。 

 続きまして、加藤弘通委員です。 

 続きまして、川内佳奈委員です。 

 続きまして、菊地秀一委員です。 

 続いて、北川聡子委員です。 

 続いて、金昌震委員です。 

 続いて、桑原俊二委員です。 

 続いて、斎藤規和委員です。 

 続きまして、澤田理恵委員です。 

 続きまして、椎木仁美委員です。 

 続きまして、繁泉將晴委員です。 

 末岡委員は、欠席でございます。 

 髙橋千洋委員です。 

 続いて、高橋亨委員です。 

 徳田委員は、欠席でございます。 

 永浦拡委員です。 

 続きまして、馬場政道委員です。 

 続いて、林亜紀子委員です。 

 続きまして、藤原里佐委員です。 

 続いて、星信子委員です。 

 続いて、前田尚美委員です。 
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 続いて、箭原恭子委員です。 

 藪委員は、欠席でございます。 

 続いて、山口裕一委員です。 

 続きまして、渡辺琴音委員です。 

 以上でございました。委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 続きまして、先ほどご挨拶いたしました子ども未来局長以外の職員をご紹介させていた

だきます。 

 まずは、子ども育成部長の佐藤でございます。 

 続きまして、子育て支援部長の伊藤でございます。 

 最後に、支援制度担当部長の渡邉でございます。 

 職員の紹介は以上となります。 

 

  ３．議  事 

○事務局（月宮子ども企画課長） それでは、議事一つ目、定期改選に伴う会長及び副会

長の選任に入らせていただきます。 

 資料１、札幌市子ども・子育て会議条例の第６条第１項では、「子ども・子育て会議に

会長を置き、委員の互選によりこれを定める」と規定しており、また、同条第３項で、会

長の代理者については、会長の指名により決定するものと規定していますので、会長及び

その代理者である副会長の選任を行います。 

 まず、会長については、委員の互選により定めるとなっておりますが、皆様からご推薦

などございますでしょうか。 

 加藤委員、お願いします。 

○加藤（弘）委員 ご専門とご経験から、藤原委員を推薦したいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

○事務局（月宮子ども企画課長） ただいま加藤委員から、藤原委員のご推薦がございま

した。皆様、いかがでしょうか。（拍手） 

 ありがとうございます。 

 それでは、藤原委員に会長をお願いしたいと存じます。 

 大変恐縮でございますが、藤原委員には、会長席にご移動いただきまして、改めてご挨

拶をいただきますとともに、今後の議事進行をお願いできればと存じます。よろしくお願

いを申し上げます。 

○藤原会長 改めまして、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 北星学園短大の藤原と申します。ただいまご推薦をいただきました。本当に力不足では

ありますけれども、札幌の子どもたち、また、その子どもに関わる支援者や、もちろん家

族の福祉に少しでもこの委員会が役割を果たすことができればと思って、お引き受けさせ

ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
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 どうもありがとうございました。それでは、この後、私の方から進行をさせていただき

たいと思います。 

 それでは、引き続き、副会長の選任に移りたいと思います。 

 副会長は、子ども・子育て会議条例によって、会長である私が指名するということに

なっております。副会長には、札幌大谷大学短期大学部保育科教授の星委員を指名させて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。（拍手） 

 それでは、恐れ入りますが、星委員には、副会長席にご移動いただき、一言ご挨拶をお

願いしたいと思います。 

○星副会長 札幌大谷大学短期大学部の星と申します。ご指名をいただきましたので、微

力ではございますけれども、精いっぱい務めさせていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。（拍手）） 

○藤原会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、各部会の委員及び部会長については、条例の規定に基づき、私からの指名

となりますので、指名案をお示ししたいと思います。事務局の方で配付をお願いします。 

○事務局（月宮子ども企画課長） それでは、事務局からご説明をさせていただきます。 

 ただいま係の者が部会指名案をお配りさせていただいておりますけれども、その説明の

前に、事前にお配りしております資料２「札幌市子ども・子育て会議について」の裏面を

ご覧いただきたいと思います。 

 当会議には、本日のように委員の皆様が一堂に会していただく本会議のほか、五つの部

会を設置しております。事務局から部会の概要を簡単にご説明いたします。 

 初めに、「認可・確認部会」は、認定こども園や保育所、地域型保育事業の認可や整備

計画の承認に当たってのご審議をいただくものでございます。 

 次に、「放課後児童健全育成事業部会」は、放課後児童クラブなど、放課後児童健全育

成事業の在り方についてご審議をしていただくものでございます。 

 次に、「児童福祉部会」は、里親の認定や、児童福祉に関する事項として、「子どもの

貧困対策計画」「ひとり親家庭等自立促進計画」「児童総合体制強化プラン」の策定や進

行管理に当たってのご審議をいただいておりますほか、⑨に記載のとおり、児童虐待によ

る死亡事例等、重篤な事案が生じた場合の検証についてもご審議をいただくこととしてお

ります。 

 次に、「処遇部会」は、児童の措置や被措置児童等の虐待に関することについてご審議

をいただくものでございます。 

 最後に、「いじめ問題再調査部会」についてです。いじめに伴う重大事態が発生した場

合に、札幌市教育委員会が主体となり調査が実施され、その調査結果が教育委員会から市

長に報告されます。調査結果に対して、市長は必要に応じ附属機関等による再調査を行う

ことができることになっておりまして、市長が再調査の必要性の有無を判断するために、

当部会において再調査の必要性を検討いたします。部会の意見を踏まえ、市長が再調査の
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必要があると判断した場合は、当部会で再調査を行います。 

 以上が、部会の概要でございました。 

 それでは続きまして、ただいまお配りいたしました部会指名案についてご説明をさせて

いただきます。会長よりご指名いただきました各部会の委員及び部会長について、順番に

ご説明いたします。 

 まず、「認可・確認部会」でございます。上から、加藤委員、川内委員、菊地委員、星

委員、藪委員、以上５名となります。なお、部会長は「◎」で示しておりますが、前期に

引き続きまして、星委員をご指名いただいております。 

 次に、「放課後児童健全育成事業部会」です。天野委員、金委員、澤田委員、繁泉委

員、徳田委員、林委員、以上６名となります。なお、部会長は、前期に引き続き、金委員

をご指名いただいております。 

 続いて、「児童福祉部会」です。大場委員、加藤委員、北川委員、桑原委員、斎藤委

員、椎木委員、髙橋委員、藤原委員、前田委員、 原委員、渡辺委員、以上１１名となり

ます。なお、部会長は、前期に引き続きまして、藤原会長にお引き受けいただけるという

ことでございます。 

 そして、「処遇部会」でございます。大場委員、加藤委員、北川委員、斎藤委員、椎木

委員、前田委員、以上６名となります。なお、部会長は、前期に引き続き、椎木委員をご

指名いただいております。 

 最後に、「いじめ問題再調査部会」です。永浦委員、馬場委員、以上の２名となりま

す。なお、部会長は、永浦委員をご指名いただいております。 

 会長からご指名いただきました各部会の委員及び部会長のご紹介は以上でございます。 

○藤原会長 ありがとうございました。 

 指名案は、審議の専門性あるいは継続性などを踏まえて選出させていただきました。た

だいまの案のとおりお願いしたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。（拍

手） 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事に移りたいと思います。第４次さっぽろ子ども未来プランの令和

４年度実施状況報告について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（月宮子ども企画課長） それでは、第４次さっぽろ子ども未来プランの令和４

年度の実施状況について、資料４－１「令和４年度実施状況報告書〈実施状況総括〉」に

基づきましてご説明をさせていただきます。 

 なお、お配りしております資料４－２につきましては、個別の事業の実施状況を一覧に

まとめたものになっておりますので、ここでの説明は省略をさせていただきます。 

 それでは、資料４－１の１ページをご覧ください。 

 第４次さっぽろ子ども未来プランは、札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利

条例に基づく「子どもの権利に関する推進計画」など、関係法令等に基づき策定した計画
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であり、計画期間は令和２年度から令和６年度までの５年間となっております。 

 その下、計画の推進体系として、基本理念、基本的な視点を、２ページには、計画体系

として、基本目標四つと、この目標それぞれの基本施策を記載してございます。 

 次に３ページ、３、点検・評価の方法において、本プランに基づく取組内容や成果指標

の達成状況について、毎年度、札幌市子ども・子育て会議や子どもの権利委員会に報告

し、点検・評価を受けることとしております。 

 また、３ページの下段から４ページにかけましての表では、４、参考といたしまして、

本プランの成果指標の達成状況を把握するための各種統計調査の概要を記載してございま

す。 

 それでは、資料の５ページをご覧ください。５、計画全体の成果指標の達成状況につい

てでございます。 

 本プランでは、計画全体の成果指標を二つ設定しております。最初に、「自分のことが

好きだと思う子どもの割合」についてですが、令和４年度では６７．２％となっており、

令和３年度当初値と比べ、横ばいとなっております。 

 その下の枠囲みの黒ポツの二つ目となりますが、目標値の達成に向けては、子どもの体

験や参加の機会の確保に取り組み、子どもの意欲向上や達成経験につなげていくととも

に、子どもが安心して学び、暮らせる環境づくり、いじめ・虐待などの権利侵害からの救

済活動の充実を図っていきます。 

 続いて、二つ目の成果指標であります、「子どもを生み育てやすい環境だと思う人の割

合」についてでございますが、令和４年度の数値は３６．８％となっており、令和３年度

から４．６ポイント下回っている状況です。 

 これは、枠囲みの黒ポツ三つ目に記載しておりますけれども、本指標には、子育て支

援、雇用、職場環境、教育等の様々な要因が複雑に関連しているものと考えられる中、３

年にわたるコロナ禍による行動制限があったことや、燃料代や物価高騰もあり、出産・子

育てを取り巻く環境がより厳しくなっていることが数値に影響を与えているものと考えて

おります。 

 その下、黒ポツ四つ目、子どもを生み育てやすいと思える環境に向けては、子育ての大

変さが軽減されることも重要だと考えますが、０～５歳の子育て世帯を対象とした「☆４

子育てに関するアンケート調査」によると、子育てに大変さを感じている世帯ほど、楽し

さを感じているという世帯と比べ、「話し相手や相談相手がいない」「自分の自由な時間

が持てない」「子育てによる身体・精神的な疲れが大きい」などと回答する割合が高く、

孤立感や疲労感を強く感じているという結果が出ています。子育て世帯が孤立することの

ないよう、情報発信や相談・支援体制の強化に取り組むほか、負担を軽減できるような、

家事や育児に係る支援事業についても検討を行い、子育て世帯に必要な支援を届けられる

よう取り組んでいきます。 

 続きまして、資料７ページをご覧ください。基本目標ごとの実施状況の評価でございま
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す。 

 本プランでは、基本目標を四つ設定しており、７ページ以降、基本目標ごとの主な施策

や取組状況、成果指標の達成状況、さらに自己評価として、地域資源の活用と組織横断的

な連携の状況と成果指標の達成状況について、それぞれまとめております。 

 まず、基本目標１「子どもの権利を大切にする環境の充実」についてでございますが、

こちらは、子どもの権利条例に基づく「子どもの権利に関する推進計画」として位置づけ

ており、子どもの権利推進に係る取組を基本施策として実施してまいりました。子どもの

権利を大切にする意識の向上、子どもの参加・意見表明の促進、子どもを受け止め育む環

境づくり、子どもの権利侵害からの救済が基本施策となっております。 

 ７ページ下からは、令和４年度の主な取組の状況について掲載しておりますけれども、

この表の１番目に記載をしておりますが、子ども向け出前講座において、令和４年度は、

ペープサート人形劇による子どもの権利に関する出前講座や、その下、子ども議会を３年

ぶりに対面開催で再開したほか、８ページの表、上から３段目ですが、子どもアシストセ

ンターのＬＩＮＥ相談事業では、周知用カードを年２回配布するなど窓口の周知に努め、

令和４年度は、電話相談１，１０５件を上回る１，１４４件のＬＩＮＥ相談が寄せられた

ところでございます。また、その下、ヤングケアラー支援に関しては、ヤングケアラー支

援ガイドラインを策定したほか、ヤングケアラー交流サロンを令和４年１０月より開始す

るなど、取組を進めております。そのほか、子どもからの提案・意見募集ハガキ、子ども

のくらし支援コーディネート事業について掲載をしてございます。 

 次に、８ページの中段でございます。基本目標１の成果指標は三つ設定しており、一つ

目、「子どもの権利についての認知度」の結果は、令和４年度では、大人が６５．７％と

低下、子どもは７０．７％とほぼ横ばいになっておりますが、当初値平成３０年と比べま

すと、子ども、大人ともに上昇しております。 

 その下、二つ目、「子どもの権利が大切にされていると思う人の割合」は、大人４９．

６％と低下、子どもは６１．７％と上昇となっておりますが、当初値と比べますと、大人

は横ばい、子どもは低下をしております。 

 三つ目、「いじめなどの不安や悩みを身近な人などに相談する子どもの割合」は、小学

生９４．１％、中学生８９．４％、高校生９４．１％となっており、いずれも前年度比で

横ばいまたは上昇、当初値比では全て上昇しており、おおむね目標値に近い数値となって

おります。 

 ８ページ下、取組状況の自己評価でございますが、地域資源の活用と組織横断的な連携

の状況の主なものとしては、子どもの権利の普及啓発及び理解促進について、様々な機会

を捉えて市民に対し広く理解を促すこととして、地域住民（子どもの権利啓発サポー

ター）、幼稚園、保育園、小中高等学校などと連携した取組を行っております。 

 その下、成果指標の達成状況については、８ページから９ページの上段に記載しており

ますが、子どもの権利の認識は広がりつつあるとうかがえますが、実際に「子どもの権利
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が大切にされていると思う人の割合」は横ばいまたは低下の状況であり、これは、いじ

め、虐待、子どもの貧困、ヤングケアラーなど、子どもの権利に関わる社会課題の顕在化

に加え、３年にわたるコロナ禍により、子どもに向けた取組の多くが制限されたことも大

きく影響されていると考えております。引き続き、子どもの体験や参加の機会を確保して

いくとともに、子どもの権利の認知度向上・理解促進に向けた普及啓発に取り組み、いじ

め・虐待など権利侵害からの救済活動の充実を図り、より一層子どもの権利が大切にされ

る社会を目指していきます。 

 次に、１０ページをご覧ください。基本目標２「安心して子どもを生み育てられる環境

の充実」についてでございますが、高まる保育ニーズへの対応、社会全体での子育て支援

の充実、妊娠期からの切れ目のない支援の充実、経済的支援の充実に関する施策でござい

ます。 

 中ほど、令和４年度の主な取組状況には、保育士等支援事業、父親による子育て推進事

業、女性の多様な働き方支援窓口運営事業、妊娠・出産寄り添い給付金支給及び伴走型相

談支援の一体的実施、各区子育て世代包括支援センター機能の強化を掲載してございま

す。 

 １１ページ、成果指標の状況につきましては、一つ目、「仕事と生活の調和が取れてい

ると思う人の割合」が目標７０％に対し、３４．３％となっており、当初値から比べても

低く推移をしております。 

 一方、二つ目の「希望に応じた保育サービスを利用することができた人の割合」は８

０．７％となっており、現時点で目標値を達成している状況です。 

 三つ目、「父親と母親がともに子育ての担い手であると答えた保護者の割合」は４６．

３％と、当初値と比べ、１．３ポイント低下してございます。 

 １２ページをお開きください。成果指標の達成状況につきましては、黒ポツの一つ目、

「仕事と生活の調和がとれていると思う人の割合」の低下に関しては、社会全体として、

働き方改革や男性の育児休業取得などへの意識が高まっている中、長時間労働の是正や各

種休暇制度の促進などの実際の取組について、企業によって温度差があることや、３年に

わたるコロナ禍の中で、子どもの預け先に苦慮した子育て世帯が多かったことも数値に影

響しているものと考えております。 

 また、黒ポツの二つ目、「父親と母親がともに子育ての担い手であると答えた保護者の

割合」は、当初値から１．３ポイント低下してございます。このような状況を踏まえ、父

親の子育てに関する意識改革や啓発、ワーク・ライフ・バランスの推進等に引き続き取り

組んでまいります。 

 また、仕事と生活の調和の改善の要素として、職場環境の改善以外にも「育児、家事等

のサービスの充実など行政の支援が得られること」を望む声があることから、国の支援策

等も踏まえ、子育て世帯の負担を軽減できるような施策について検討していきます。 

 次に、１４ページ、基本目標３「子どもと若者の成長と自立を支える環境の充実」につ
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きましては、充実した学校教育等の推進、放課後の子どもの遊び場・生活の場の提供、地

域における子どもの成長を支える環境づくり、次代を担う若者への支援体制の充実に関す

る施策でございます。 

 中ほど、令和４年度の主な取組状況には、小中連携・一貫教育推進事業、児童クラブに

おける昼食提供、子どもの居場所づくり支援事業、相談支援パートナー事業、困難を抱え

る若者への自立支援を掲載しております。 

 １５ページの上の表、成果指標の達成状況でございます。一つ目、「難しいことでも、

失敗を恐れないで挑戦している子どもの割合」、二つ目、「近所や地域とのつながりがあ

る子どもの割合」、三つ目、「社会の一員として役割を持っていると感じる若者の割合」

となっておりますが、一つ目の高校２年生の数値を除き、いずれの数値も当初値と比べ、

低下をしている状況でございます。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響により体験機会が減少したことや、地域行事

や外出の機会が減ったこと、また、社会や他の人との関わる機会が減少したことなどが数

値に影響しているものと考えております。今後は、社会活動が再開される中、子どもや若

者を対象とした参加型事業等についても再開をし、体験機会の充実に向けて努めてまいり

ます。 

 最後に１６ページ、基本目標４「配慮を要する子どもと家庭を支える環境の充実」につ

いてご覧ください。 

 児童相談体制の評価、障がい児、医療的ケアを必要とする子どもへの支援の充実、子ど

もの貧困対策の推進、ひとり親家庭への支援の充実、子どもを受け入れる多様性のある社

会の推進に係る施策でございます。 

 下段、令和４年度の主な取組状況ですが、児童相談体制強化事業、里親制度促進事業、

１７ページ上段で、公立保育所における医療的ケア児保育事業、ひとり親家庭等自立支援

給付事業、ひとり親家庭の目線に立った広報の展開、民族・人権教育の推進を掲載してご

ざいます。 

 下段の表には、基本目標４の成果指標は二つ設定しておりまして、一つ目、「障がいの

ある子どもにとって地域でくらしやすいまちであると思う保護者の割合」については、３

１．２％と前回調査時よりも４．２ポイント低下となっておりますが、当初値と比べると

１１．２ポイントの増加となっております。 

 二つ目の「子育てに楽しさよりも大変さの方が多いと感じるひとり親（二世代世帯）の

割合」でございますけれども、９．４％と令和３年度からは８．２ポイント低下、当初値

と比べても９．１ポイント低下となっております。 

 １８ページ中ほど、成果指標の達成状況についてでございますけれども、黒ポツの一つ

目、障がいのある子どもやその家族が地域で暮らしやすいまちに向けては、これまで児童

発達支援や放課後等デイサービス、公立保育園や児童クラブにおける医療的ケア児の受入

れ体制の整備推進等、取組を行っており、引き続き、障がいのある子どもやその家族が必
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要な支援を受けることができるよう取り組んでいきます。 

 また、黒ポツの二つ目、子育てに大変さを感じている世帯には、必要な情報を的確に届

けることが重要であることから、令和３年度に開始した公式ＬＩＮＥアカウントを用いた

プッシュ型の情報発信や、令和４年度に導入したＡＩチャットボットによる情報検索の支

援など、必要な支援制度の情報を受け取ってもらえるよう取り組んでおります。引き続

き、情報発信の強化に努めてまいります。 

 １９ページから２０ページにかけましては、本プランの主要な活動指標の達成状況につ

いて、基本目標ごとに記載をしております。目標値を達成しているもの、目標値に近い数

値となったものも多い一方で、「出前講座など子どもの権利に関する啓発活動件数」など

の目標値から大きく外れているものにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる開催中止などを理由に目標値に届かなかった事業でございます。 

 資料４－１の説明は以上となります。 

 続きまして、説明が大変長くなり申し訳ございませんが、資料４－３の資料をご覧くだ

さい。こちらでは、第４次さっぽろ子ども未来プランの第５章で定めております「札幌市

子ども・子育て支援事業計画」の実施状況についてご説明をいたします。 

 １ページをご覧ください。 

 子ども・子育て支援法に基づき、市町村は、５年を１期とする「子ども・子育て支援事

業計画」を定め、施策を計画的に提供することとされております。 

 この資料では、計画を「教育・保育」と「地域子ども・子育て支援事業」の需給状況に

ついて報告をいたします。 

 この計画における「量の見込み」とは、特定のサービスがどれだけ必要とされているか

に関する見込みのことであり、考え方は国の手引によるものでございます。 

 また、「提供体制（供給量）」とは、特定の保育サービスが施設・事業者により提供さ

れる見込みの量を表しますが、その確保に当たっては、就学前の子どもが減少していく見

込みや新規整備を必要最小限にとどめる観点などを踏まえ、既存施設の活用を最優先して

いく考えとしております。 

 それでは、２ページをご覧ください。まず、４、「教育・保育」の需給状況等について

ご説明いたします。 

 資料１にあります「１号」「２号」「３号」という表記につきましては、資料の下の囲

みで記載しておりますけれども、新制度に基づく保育の認定区分として記載しておりま

す。ご参考にしていただければと思います。 

 まず、４の（１）では、保育分野における需給状況についてお示ししております。 

 まず、①ニーズ量でございますが、こちらは、保育のニーズ量の状況を記載しているも

のであり、実績値から計画値を差し引いたものを表の右側に差として記載しております。

計画値は、今後保育所を利用したいという潜在需要も含めたニーズ量となっておりますの

で、ご覧のように差が生じておりますが、今後も計画値のニーズが発生するものと見込
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み、十分な供給量の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 その下、②保育の供給量についてでございます。実績値が計画値を若干下回っておりま

す。これは、一部の施設の利用定員の減少や施設整備等の未進捗によるものでございま

す。既存施設の活用等により計画値の達成を目指してまいります。 

 続きまして、３ページをご覧ください。こちらは、（２）教育分野の需給状況について

でございます。 

 まず、①のニーズ量ですが、こちらも表の右側にあります、差の欄をご覧いただければ

と思いますが、１号の実績値は計画値を上回っている一方で、２号の実績値は計画値を下

回っているという状況になってございます。これは、２号の中でも教育の利用希望が強い

方が実際には１号を利用したことにより、１号のニーズに置き換わっているということが

原因として考えられるところでございます。 

 その下の②の供給量でございます。こちらは、一部施設の利用定員の減少により、１号

の実績値は計画値を下回っているものの、１号、２号ともおおむね計画値を達成している

状況でございます。 

 これまで説明してまいりましたが、少し分かりづらいかとは存じますが、結論といたし

まして、その下の（３）評価に記載しておりますけれども、教育・保育に関する需給計画

は、一部施設の利用定員の減少はあるものの、認可保育所の整備や幼稚園の認定こども園

の移行などによる供給量確保に努めたことにより、ニーズを上回る供給量を確保できてい

るものでございます。 

 次に、４ページをお開き願います。こちらは、地域子ども・子育て支援事業の需給状況

等について記載しております。子ども・子育て支援法に基づく各事業について、先ほどの

「教育・保育」同様にニーズ量と供給量を定めることとされております。 

 まず、①ニーズ量の表をご覧ください。こちらは、それぞれの事業におけるニーズ量の

計画値と実績値を記載しております。実績値から計画値を差し引いたものを表の右側から

２列目のＣ欄に差として記載しておりますが、その差の説明を一番右側のＣの説明という

欄において、ア、イ、ウ、エの四つの類型として記載しておりまして、ページの下にある

米印に注釈をつけておりますので、後ほどご確認をいただければと思います。 

 次に、５ページをご覧ください。②の供給量の表になります。こちらも表の右側から３

列目にあるＦ欄において、実績値と計画値の差を示しており、そして、その差の説明を右

側から２列目のＦの説明の欄において、こちらはオ、カ、キの三つの類型として、同じよ

うに注釈をつけておりますので、こちらにつきましても後ほどご確認をいただければと思

います。 

 次に、この表の一番右側、Ｇ欄をご覧ください。こちらでは、供給量の実績からニーズ

量の実績を差し引いた数値を記載しております。この数値がプラスになっておりますと、

実際にサービスを提供できている供給実績、これが利用したいサービス量のニーズ実績を

上回っていることになりまして、利用したいサービスを実際に利用できているということ
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になってございます。 

 いずれもプラスになっておりますことから、令和４年度につきましては、全ての事業に

おいてニーズ量を上回る供給量が確保できている状況でございます。 

 なお、６ページでは、供給実績とニーズ実績の差があるものにつきまして補足説明を記

載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 続きまして、需給計画を定めていない二つの事業についてでございます。７ページをご

覧ください。 

 ①の実費徴収に係る補足給付を行う事業についてでございます。こちらの事業では、低

所得者世帯等の副食材料費と生活保護世帯等の文具購入、遠足等の行事参加費等に関し

て、保護者が支払うべき実費徴収額に係る費用の一部を補助しております。 

 次に、８ページですが、こちらは、多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入する

ことを促進するための事業について、令和４年度は、新たに認可施設に参入した２１施設

に対して、助言、相談などの支援を行っております。 

 最後に、その下、（３）評価でございますが、それぞれの事業でニーズ量の実績を上回

る供給量を確保できましたが、新型コロナウイルス感染症等の理由から、利用を控える世

帯があったことがニーズ量の実数値には影響しているものと認識しております。 

 そのため、令和５年度については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う行動制限等が

緩和され、社会活動が再開される中、引き続き、必要な供給量を確保しながら各事業を実

施するとともに積極的な情報発信をするなど、子育て世帯の負担や不安を軽減できる取組

に努めてまいります。 

 大変長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○藤原会長 月宮さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、資料も多くございますので、まずはご質問を受けたいと思います。ただいま

の説明並びに資料そのものに対する質問でも結構です。 

 まず、では、実施状況総括、資料４－１に関しましてご質問がありましたらお願いいた

します。 

 斎藤委員お願いします。 

○斎藤委員 斎藤でございます。 

 ５ページなのですけれども、計画全体の成果指標の達成状況で、「子どもを生み育てや

すい環境だと思う人の割合」が、令和４年度で３６．８％という結果になってございま

す。目標値は当然８０％で大幅に下回っているのですが、前年よりも下回っているという

ことになっていることに対しての評価が、あまり深刻な評価になっていないように思いま

すが、この辺はどういう評価をされて深刻に評価をされていないのか、これはこれでコロ

ナだったからしようがないやということなのか、というのが１点と、今最後の保育所の需

要と供給について、かなり細かいご説明がありました。正直言ってよく分かりませんでし

た。要するに、保育所の総受入れ枠はニーズを上回っていますよということをおっしゃり
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たいのだと思うのですよね。札幌市内の全部の保育所の総定員数は、ニーズを既に上回っ

ていますよと。したがって、保育所に入りたいと思っている方は、基本的には、数字上は

全員入れるのではないかという受け止めだと思うのですが、実際は、現場感覚としては、

例えば保育士さんが産休から育休に入って、職場復帰したいと思って０歳児の保育所を探

しても、かなり待機が出ている実態、状態があります。それは区によってかなりばらつき

あると思うのですけれども、ある区においては、やはり毎週火曜日のその当落というので

すか、何というのですか、あれ。落ちました、落ちました、落ちましたということが実際

あるわけで、いつまでたっても保育士として職場に復帰できないという実態があるわけで

すけれども、もしかしたらそういうことも、子どもを生み育てにくい環境だと思う要因に

なっているのではないかなという気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

○藤原会長 それでは、２点の質問で、総括と計画と両方関連してのご質問でしたけれど

も、事務局の方でよろしいでしょうか。 

○事務局（月宮子ども企画課長） まず、子どもを生み育てやすい環境だと思う人の割

合、３６．８％ということで、前年度から比べても落ち込んでいる状況が、深刻な評価に

なっていないというようなお話でございまして、この背景には、コロナ以外の影響がある

のではないかということでございます。現実問題、令和４年も、いろいろな要因はあると

は考えられるのですけれども、やはり私どもといたしましては、そのコロナでの影響がか

なり大きかったものだというふうに捉えております。コロナでの行動制限、また、先ほど

の説明の中で申し上げましたが、燃料代、物価高騰、こういった環境が厳しくなっている

というようなこともあって、本当に子育て世帯の大変さが伝わってくるという中で、伸び

伸びと子育てをするということが難しかったのではないかなというふうに理由としては捉

えています。そのほかの要因分析につきましては、本来でありますと様々な調査をしてと

いうことになるかと思うのですが、令和４年度はまだコロナの影響が多かったものという

ふうに捉えているところでございますので、評価としては、このようにご理解をいただけ

ればなというふうに思っております。 

○藤原会長 もし補足がございましたらお願いします。 

○事務局（西山保育推進課長） 保育推進課長の西山と申します。ご質問ありがとうござ

います。 

 ２点目の件でございますが、現在、保育所の定員につきましては、保育所を利用したい

という利用希望児童数の数を上回っている状況でございます。全市的に見れば、保育所の

定員は、保育所に入りたいという方の数を上回っているということではございますが、こ

ちらにある資料については、ニーズということで、現在保育所に希望されていない方で

も、将来的に保育所に入りたいよというようなニーズも含めた数字を資料には記載してお

ります。そこら辺も含めた中で、そこに対応できるような定員供給量を確保していきたい

というところで計画を立てているところでございます。 

 なお、全市的に見れば、ある程度供給量を充足している状況にはあるかなと思うのです
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けれども、お話あったように、一部の地域であるとか、また保育所の年齢別によっては、

なかなか保育士が確保できないということの中で、入れないというようなお声もあるかと

思いますけれども、今後につきましては、そこら辺の地域の状況、また施設の状況等を詳

細に見極めていきながら、そこで供給量が不足して足りないというような状況があれば、

また既存施設の活用なども中心にしながら定員を確保して、少しでも入所できるような体

制というのをつくっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○藤原会長 ありがとうございます。斎藤委員、もし何かありましたら。 

○斎藤委員 最初の質問については、全てコロナの影響にしてしまっていいのかというよ

うな意味で質問したつもりだったのですが、ちょっと通じていなかったみたいで残念でし

た。 

 ２点目は、そもそも全市的な保育ニーズと供給を比較して満たしている満たしていない

という、これはもう、あまり意味がないんじゃないかなというふうに思うのですね。以前

でしたらこれでよかったと思います。そもそも大幅に供給量が少なかった、保育所に入れ

ないということが非常に切実な大きな問題になっていたという時代であれば、この大ざっ

ぱな需要と供給の比較でよかったと思うのですが、今は一定程度保育ニーズは満たされつ

つある。今度は、自分の住んでいる地域の、当然預ける利便性ですとかいろいろありま

す、年齢もあると思います。より細かな需給のデータを取らないと、１０区全部で保育量

がニーズを満たしていますよというような比較で安心するという時代はちょっと終わった

んじゃないかなと思うのですけれども、これ、私、個人的な意見なのですが、より細かな

保育ニーズと保育量の供給をリサーチして、細かな保護者の保育ニーズにマッチするよう

なシステムづくりが必要ではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○藤原会長 ありがとうございました。多分データとしては、もう少し細かいものも市が

持っていると思うのですけれども、ご指摘のとおり、北区に住んでいる方が中央区にお勤

めしていて、中央区の保育所に入れたいとなったときに、北区では乳児は空きがあります

よと言われても、預けたい場所では実は定員がもうないとかという、そういうミスマッチ

というか、単に数が全部そろっているということで充足しているということにはならない

というのがご意見だったかというふうに承りました。 

 また、前者の方の子どもを生み育てやすい環境だと思う人というところの質問そのもの

も、この環境というのがお住まいの環境のことを答えている人もいれば、札幌市を答えて

いる人もいるし、今の日本とか、今の世界で戦争とか起きているようなときに子どもを産

むのはどうなのかみたいなコメントとかもありますので、そこまでちょっと、何をもって

この環境が育てやすいとか産みやすいとかというふうなところまでなかなか分析できない

ような、やや大きな設問になっていると思いますので、今の斎藤委員のご質問とご指摘も

また踏まえて、分析をまたされるときには参考にさせていただきたいと思います。 
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 それでは、ほかのご質問も受けたいと思います。いかがでしょうか。 

 お願いします。林委員です。 

○林委員 ありがとうございます。私からは、７ページの、今のところの流れかと思うの

ですけれども、自分のことが好きだと思う子どもの割合についてということなのですが、

ずっと横ばい状態で、でも目標値が８０％。８０％、私は高くないと思うのですが、子ど

もの権利委員会からの意見ということでは、ハードルが高いというふうな指摘もあります

が、札幌市としては、ここを目標値としてハードルが高いと思われるかどうかについて、

どう思われているのかなということをご質問したいと思います。いや、高くない、８割で

いいということであれば、この横ばいでずっと来ていることの分析はどうされているのか

ということをお聞きしたいです。 

○藤原会長 ありがとうございます。資料の、まずデータとしては５ページにありまし

て、７ページの方には附属機関からの主な意見ということで今のご指摘のところがありま

すが、事務局の方で回答よろしいですか。 

○事務局（山縣子どもの権利推進課長） 子どもの権利推進課長、山縣と申します。ご質

問ありがとうございます。 

 自分のことが好きだと思う子どもの割合ということで、８０％ということで提示してい

て、子どもの権利委員会でもハードルが高いのではないかというご指摘いただいたところ

であります。 

 自分のことが好きだと思う子どもの割合というのは、要は、子どもの権利が守られるこ

とで安心して過ごすことができる、そのことによって自分をありのまま受け止めて、肯定

的に自分のことを受け止めることができるという意味で、大切な指標だというふうに捉え

ております。 

 この８０％というのは、札幌市の目指す姿としては、確かに高くないというご指摘もあ

りましたけれども、そのとおりだと思っていまして、できるだけ多くのお子さんがそのよ

うに自分のことを肯定的に受け止めることが必要だと思っておりまして、今の６７．４か

ら本当に行けるのかというところの意味でいくと、確かにハードルは高いというふうには

認識しておりますけれども、目指すところとして、８０％というところは最低限必要なラ

インかなというふうに考えております。 

 ただ、そこに至らなかった理由というのは当然分析しなければいけないと思っていまし

て、先ほどもコロナだけではないというところももしかしたらあるのかもしれないのです

けれども、やはり一つには、子どもさんたちがたくさん体験できなかったり、自分らしさ

とか自信が持てるような経験ができなかったというところが背景にあるかなと思っており

まして、その辺の分析もしながら、目標値に届くにはどういうふうにしたらいいのかとい

うところと、あと次期の計画においては、本当にこの８０％でいいのかというところも、

皆様のご意見いただきながら検討を進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 
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○林委員 ありがとうございます。６７％ぐらいというのが平成３０年からずっとなの

で、コロナによる経験不足、体験不足、抑圧というものだけではないことがきっとあるな

というふうには思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○藤原会長 ありがとうございます。 

 では、金先生どうぞ。 

○金委員 金でございます。 

 先ほど斎藤委員の意見に追加するコメントになると思うのですけれども、先ほど保育

サービスの供給量が足りているという、そういう報告でちょっと一安心したのですけれど

も、そうすると、これからは保育サービスの質を考える必要があるかなとは思うのです

ね。例えば、現場でインタビューすると、共働き家庭の子どもさんが、実際、保育の無償

化によって保育サービスの利用ができなかったという、そういう事例があったし、また、

定員をオーバーして保育所を利用するということもちょっとあったということで、保育所

の過密化という問題もかなり深刻かなと思っていました。 

 そういうことによって、保育士の業務量も増えるということもあるということなので、

量が足りていれば、今後は保育サービスの質を考えるという考えの転換というものが必要

かなと思います。今、コメントとしてありましたので。 

 以上です。 

○藤原会長 ありがとうございます。先ほどの質問に関連してということで、ご意見とい

うことで承りたいと思います。 

 それでは、時間もあれですので、意見も含めてどうぞお願いします。 

 北川委員どうぞ。 

○北川委員 北川です。よろしくお願いします。 

 この会議では、毎年点検・評価を受けるということで、あと残された１年に向けてとい

うことなので、ちょっと限られていると思うのですけれども、全体としてすごくいろいろ

な取組をしていて、私たちの見えないところで、札幌市の方々とか関係する方々がすごく

努力していらっしゃるんだなということがよく分かりました。 

 その中で、子どもの権利のところなのですけれども、８ページと９ページのところで、

今回、子ども・子育て会議に大学生が入られたということで、非常にいいことかなと思い

ますし、国としてもこども家庭庁ができたので、子どもの声を聞くということをいろいろ

なところで大切にしてきている流れがあるかなと思います。社会的養護のところでも、社

会的養護を終えた子どもの意見を聞きながら現場に生かしていくということも札幌市とし

てもやっていますので、そういう取組をどんどん広げていったら、子どもの権利の所がも

う少し結果がよくなるのではないかなと思います。 

 ９ページにある子どもの権利委員会にあるように、あと１年しかないのですけれども、

コミュニケーションという名目でワークショップということが書かれてあるので、いろい

ろな形で子どもの声を聞くという、そういう場面で子どもから聞きながら、この札幌市の
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政策にも今後当事者の意見を聞いて生かしていくということが、子どもの権利を守ってい

くことにつながるのではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○藤原会長 ありがとうございます。では、ご意見ということで、この子どもの権利委員

会からの意見に重ねて、ワークショップ的なところで子ども自身の声を拾っていくという

ような取組が必要ではないかというご意見をいただいたと思います。ありがとうございま

す。 

 ご意見も含めてどうぞ。 

 加藤委員。 

○加藤（弘）委員 まず、８ページのところの子どもの権利のことについて、意見なので

すけれども、子どもの権利が大切にされていると思う人の割合ということなのですが、ほ

かのところでは、中高とか校種を分けて聞いているのですけれども、どこの人たちが特に

低いとかということが分かっているのかどうかということが一つ気になる点で、例えば、

詳しいデータを見てみると、例えば、いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られている

ことというのが、「守られていない」「大切にされていない」というのが４６．５％とか

いて、恐らくみんな平たく子どもが全員思っていると考えられないところがあるので、ど

この校種とかで下がってしまうのかとか、そういうのが詳しく分かるといいのではないか

なと思いました。 

 関連すると、１５ページのところで、難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している

子どもの割合というところを見ると、やっぱり高校生は横ばいのままなのに、小学校、特

に中学校が令和４年度までにかけて１０％ぐらい下がってきているということは、中学３

年生と今中学２年生なので取っている年齢が違うというのもあるのですけれども、やっぱ

り校種によって違うし、コロナの影響だけとは言えないと思いますので、やっぱりどこか

の年代で自分の権利が守られていないんじゃないかと思う人たちがいるかもしれないの

で、もしそういう校種別のデータがあれば教えていただきたいですし、ないということで

あれば、そこら辺をもう少し細かく分析しないと、具体的に何をやればいいかということ

が分かりにくいのではないかなというふうに思いました。 

○藤原会長 ご意見も含めて、質問も含まれていたと思いますが、校種別のデータとかと

いうのは、今は、すぐは出せないかもしれませんが、ありますよね。 

○事務局（山縣子どもの権利推進課長） はい、あります。 

○藤原会長 では、またそういうデータに基づいた分析がなければちょっと不十分ではな

いかというご指摘でしたので、その点について何か、今事務局でご意見あればお願いしま

す。 

○事務局（山縣子どもの権利推進課長） 子どもの権利推進課です。ご意見ありがとうご

ざいます。 

 申し訳ございません。今、手元にはないのですけれども、年代ごとに子どもの権利が大
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切にされていると思う人の割合、それから、どういったところが大切にされていないかと

いったところの分析をするデータもそろっておりますので、様々な施策においては、そう

いったところを分析しながら進めていきたいと思います。ご意見ありがとうございます。 

○藤原会長 加藤委員よろしいですか。 

 それでは、ご質問、ご意見含めて挙手お願いします。 

○川内委員 よろしくお願いいたします。意見になりますが、先ほども金さんがおっ

しゃっていたように、保育の質というところでお話が出ていたと思うのですけれども、一

事例にはなりますが、保育の現場では、新卒で入ってきた保育士さんたちが、発達障がい

のような特徴のある子たちの扱いに苦慮して、辞めていってしまうという話を何度か聞い

ています。そういうお話を聞くに当たりまして、やっぱり保育や医療でも、学んでこない

子どもの育ちというものがあったりすると思うのですけれども、その辺の科学的なところ

を押さえた上での専門職の研修であったりとかが受けられる体制であったり、受けて実践

していけるという、保育の質を上げていくという場がもっと広がっていけばいいのかなと

いうような、そういう取組があったらいいなと思います。 

 あとは、子どもの権利というところで、先ほども話題になっていたのですが、自分のこ

とを好きだと思う子どもの割合というところでは、いろいろな要素が関わってくると思う

のですけれども、親子関係というところはやっぱり外せないところであると思いまして、

基本的に今までの施策の中とかでも、子どもに対してのフォローというのはあると思うの

ですけれども、その子どもを支える親御さんへのサポートというのを行政としてもやって

いくというところは、ポイントとして一つあるかなと思います。親御さんがやっぱりお子

さんをしっかり支えてあげられる環境であったり、心境であったりというところがない

と、やはり子どもも崩れていってしまうというところはあるのではないかと思います。 

 あと、子どもの権利委員会というところで、お子さんが参加してというところではすご

くいい取組だと思うのですけれども、やはり今、不登校のお子さんたちがたくさん増えて

きているというところにあっては、こちらに参加できるお子さんは元気な、心も体も元気

なお子さんというところで、実際困っている、よりよくしていきたいというところで困っ

ているお子さんの声を拾うという意味では、そういった子どもたちの声もどこかで反映で

きるような仕組みというのがあるといいかなと思いました。 

 ありがとうございます。 

○藤原会長 ありがとうございます。ご意見３点にわたっていたと思いますけれども、先

ほどから出ています、保育の量の問題とともに質の問題を今後は札幌市として向上させて

いかなければいけない中で、保育士の研修というか学びが、どれだけ発達の課題を抱えて

いるお子さんたちへ届くような、そういう学び、研修ができているのかどうかというあた

りでの指標とかがまたあれば、あるいは実績とかがあれば、何かの機会には共有すればと

いうふうにご意見を伺って考えております。 

 それから、子ども自身が自分を好きかどうかということに関係するのは、親御さんとの
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関わりとかっていうことも大きいという意味では、子どもへのフォローだけではなくて、

育児をしている親御さんへの支援をどこまで札幌市としてできているのかという点での分

析とか考察とかも必要ではないかというご意見。 

 最後が、自分自身が意見を出そうとか、ワークショップに行こうという子どもだけでは

なくて、そういう悩みや困難を抱えていてもどこに行って何をすればいいのかが、その時

点で不利に陥っている子どもさんの声を拾うための何かきっかけですとか仕掛けがない

と、元気で自分の意見が言える子どもばかりではないというような、そういうニュアンス

で理解いたしました。 

 いずれもご意見ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 では、皆様の方からお願いいたします。 

 林委員どうぞ。 

○林委員 たびたび申し訳ありません。今のご意見すごく大事だなと思いまして、発言で

きる子どもだけではなく、発言が妨げられている子どもたちの声を聞くということはすご

くやっぱり大事だと思うのですけれども、札幌市の方でアドボケーターの養成をしている

というのをちょっと耳に挟んだことがあるので、もしここの場で詳しく伺えたらと思うの

が一つと、それから、川内さんがおっしゃっていた、子どもの周りの親御さんたちも、や

はり声を上げたくても上げられない、支援に届きたくても届くことができない、手を伸ば

せないという家庭があるということは、この会議でもずっと継続して取り上げられてきて

いたと思うのですね。なので、結構困難を抱えてしまう若年層中心かとも思いますけれど

も、声を上げられない、手を伸ばせない家庭への支援ということも、やはり子どもの権利

を守るという視点の中に入れていくべきだなというふうには改めて思いました。 

 以上です。 

○藤原会長 ありがとうございます。１点目のアドボケイトに関して、市の方から何かコ

メントはありますか。 

 林さんの方では、どちらかでそういうことをお聞き及びということですね。 

○林委員 はい。市の方で養成講座があって受講したというふうな話を聞いたことがある

ので。 

○藤原会長 その受講したのは専門職の人が受講したということですか。 

○林委員 専門職として受けたのか、それとも自発的にというか、その辺がちょっとよく

分からないので。ごめんなさい。 

○事務局（藤崎家庭支援課長） 児童相談所家庭支援課長の藤崎です。 

 アドボケイトの受講については、児童相談所では行っていないのですけれども、児童相

談所に限ってお話をさせていただきますと、ご家庭で何らかの事情で暮らせないお子さん

を一時保護して、家庭に戻れないお子さんは、里親の世帯だったり、施設に入所すること

を行いますが、一時保護中にお子さんの意見を酌み取る試みを行っております。 

 今回の児童福祉法改正に伴いまして、来年の４月から、一時保護をしているお子さん、



- 21 - 

 

施設に入所しているお子さんに対して、お子さんが考えている意見を引き出して、第三者

の方がそれを酌み取って、児童相談所、施設の方にフィードバックをする意見表明制度を

つくるような形で国の方では進めているところでございます。来年度、それに向けて、児

童相談所の方でもそのような環境を整えるべく、今検討しているといったような状況でご

ざいます。以上です。 

○藤原会長 ありがとうございます。ちょっと一般的というよりも、今は児相に特化した

場合のアドボケイトに関するコメントでしたが、林さんよろしいでしょうか。 

○林委員 ありがとうございます。すみません。 

○藤原会長 北川委員どうぞ。 

○北川委員 先ほどの川内委員の意見で、保育園の先生たちが発達障がいの子どもたちの

対応に苦慮して辞めていくということがあるということなのですけれども、来年の４月か

らの児童福祉法改正で、札幌市に今九つ児童発達支援センターがあるのですけれども、

もっと地域を支えてインクルーシブを発展させていくようにという方向性が出ていますの

で、ぜひ札幌市としても、保育園、幼稚園の専門的な支援を充実していくように、児童福

祉法改正に伴って一緒におこない、保育園、幼稚園を応援するシステムをしっかり障がい

福祉の方とやっていったら良いと思いました。インクルーシブを進めていこうという流れ

がありますので。 

 以上です。 

○藤原会長 どうもありがとうございます。 

 大場委員どうぞ。 

○大場委員 ありがとうございます。保育士等の支援の関係なのですけれども、定員の確

保ということで、定員増ということは、そのニーズにあって定員増を図るということはと

ても大切なことだと思うのですが、その保育を担う人材の確保というのが非常に大きな問

題になってくると思うのですね。新卒者については、札幌市で児童福祉関係に従事した場

合に奨学金の関係などいろいろご配慮いただいているのですが、現実に保育所あるいは児

童福祉施設の中で人材を確保するときに、なかなか人が得られないということで、人材派

遣会社の活用が随分多くなってきているのですね。そこに対する支出が非常にウエイトと

して大きくなってきています。人材派遣会社というのはどこでもいいということにはなら

ないので、適切な運営をしている人材派遣会社を活用しなければならないという状況が、

私どもの法人でもあります。年々そのウエイトが高くなってきており、予算の執行でも、

人材派遣の関係の支出が結構毎年のように大きくなってきています。それに対する手だて

とか、そういうことを検討する余地があるのかどうかなど、今後の考え方のところに少し

触れていただければありがたいなというふうに思いました。 

 以上です。 

○藤原会長 ありがとうございます。これは少し市の考え方をお聞きした方がいいのかも

しれないですけれども、どこの児童福祉施設、児童に限らない福祉全般で、これだけ人手
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不足がある中で、確かにどんなにいいケアをしようと思っても、人がいないからできない

というような状況ですので、その辺、何か民間の派遣会社以外に市として関われるような

立場ってありますでしょうか。 

○事務局（西山保育推進課長） 保育推進課長、西山でございます。 

 今の話でいえば、保育士の確保というのは非常に深刻な課題であるということは札幌市

としても認識しておりまして、保育園などが民間の人材紹介会社を活用せざるを得ないと

いう状況、そこに多大なる費用をかけざるを得ないというような状況にあるということも

保育園の方々から聞いている状況でございます。 

 札幌市としては、札幌市保育人材支援センター、「さぽ笑み」と通称で呼んでいるので

すけれども、保育士のハローワークみたいなところなのですけれども、そちらを運営しな

がら保育士の確保ということを近年進めてきているところでございます。まだ不十分なと

ころもあるかと思いますけれども、まずはそちらの機能を拡充していきながら、保育士の

確保に努めていっておりますので、そこも着実に成果が上がってきていると思いますの

で、そこを中心としながら保育士確保というところを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○藤原会長 大場委員よろしいですか。ありがとうございます。 

 どうぞお願いします。 

○五十鈴委員 どうもありがとうございます。地域で主任児童委員として福祉をやってい

るのですけれども、先ほど北川さんのお話で、幼稚園、保育園の発達にちょっと問題があ

るお子さんのことについてお話ありましたけれども、私、地域の方の担当している小学校

の学びのサポーターをずっとやっていまして、最近は小学生の発達に問題のある、ちょっ

と気になるお子さんというのがとても増えてきています。保護者の方たちもとても気にし

て、幼稚園、保育園の時代はまだ何とかやり過ごせたのだけれども、小学校に上がってず

んずんずんずん差が出てきていると。不安になっていろいろと相談できるところに、そう

いう機関につなげようと思うのですけれども、そのときに、ちえりあさんもそうですし、

いろいろな医療のクリニックですとかが、とても半年、１年予約待ちになってしまって、

全くタイムリーではないと。不安なままずっと、このままでいいのだろうかと思いなが

ら、小学校の先生方も本当にいろいろ気を配りながら、心を配りながら、ついて学習して

いるのですけれども、もう学習以前のことになってしまうお子さんが最近増えているよう

なのです。保護者の方もやっと現実に向き合っていろいろとやっていこうと。相談しなけ

ればいけないなというところまで、こちらの方でいろいろ話をしながらいっても、半年、

１年先の予約を待っているわけにもいかず、それで、この先子どもがどうなっていくのだ

ろうかという、本当に不安に不安を重ねたまま生活している家庭もございます。 

 私がちょっとお聞きしたいのは、そういうふうな相談機関ですね。増えていく、もっと

スピーディーに対応していただけるということにはならないのかなと。お母様たちが不安
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をずっと抱えたまま地域で生活しているのも、とてもつらいものを毎日見ている状況で、

今日も午前中ちょっと相談に乗ってきたのですけれども、どうしようって言っているので

す。自分のうちの子どもは、このまま教室の中にいられないのかな、特別支援というとこ

ろに入るにしても、やはりいろいろと相談の機関にまずかからなければいけないというこ

ともございますので、そこの早いそういう解決の仕方、いい方向に行けるようなことがで

きればいいなと思って、ちょっとそれを今日お聞きしたいなと思って参りました。 

○藤原会長 ありがとうございます。これは、コドモックルだったり児相での相談、イン

テークの待ちまでの時間とかっていうことになろうかと思いますが。ご回答をお願いしま

す。 

○事務局（太田教育相談担当課長） 教育委員会教育相談担当課長の太田でございます。

よろしくお願いいたします。今の特別支援教育に関わります相談、私、ちえりあにおりま

すけれども、そちらで受けております。 

 今委員ご指摘のとおり、相談の待ち期間というのは、今で２か月ぐらい待っていただく

ような状況になっています。少しでも早く子どもたち、保護者の困りにお応えをしたいと

思いまして、その体制は本当にこの後継続して考えていかなければならないと思います

し、基本的には、特別支援学級に行くときには、ちえりあの相談を挟むことにはなるので

すけれども、そういう手続ですね、いろいろな方法ができないか、教育委員会の中でも検

討はしていかなければいけないなというふうに思っているところでございます。よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

○藤原会長 五十鈴委員、よろしいですか。 

○五十鈴委員 ありがとうございます。 

○藤原会長 ありがとうございます。 

 どうぞ。天野委員ですね、お願いします。 

○天野委員 質問なのですけれども、１０ページ目の、基本目標２の安心して子どもを生

み育てられる環境の充実の、令和４年度の主な取組状況の下から二つ目の升なのですが、

妊娠・出産寄り添い給付金支給及び伴走型相談支援の一体的実施という事業の内容を、私

はこういう事業をやっているんだということを知らなかったのですけれども、子育て応援

ギフトをお渡しして、そのときのアンケートの回答から、支援が必要になる方への相談支

援ということなのかとここからは読み取ったのですが、６ページ目のアンケートでも、経

済的な負担が大きいというところもアンケート結果でも出ていたのですけれども、そのほ

かの結果というのは、お金ではなくて、やっぱり相談したりだとか、大変な状況を分かっ

てもらったり、理解してもらったり、相談したりということはすごく大事だなというふう

に私もこれを見て思っていたのですけれども、実際の支援の状況として、ギフトをもらっ

てからの多くの方がその後の支援につながったのかなというのが、どれぐらいの期間つな

がったのかなとかというところは、ここをきっかけにきちんと支援がつながったかどうか
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というのが、事業の内容からちょっと読み取れなかったので教えていただきたいなと思い

ました。 

○藤原会長 ありがとうございます。では、これも担当の方から説明お願いします。 

○事務局（宮村地域保健・母子保健担当課長） 保健所の地域保健・母子保健担当課長の

宮村と申します。よろしくお願いいたします。ご質問ありがとうございます。 

 この事業は、昨年の１２月に、国の方の経済的な支援と寄り添いの伴走型支援というこ

とで一体的に支援しようというところで、本市でも今年の１月から始まったばかりの事業

になっております。 

 この事業としては、妊娠期からというところがありますので、まず、母子手帳を交付す

るときに面接させていただいて、必要な支援をいろいろご相談させていただいて、その

後、そこをきっかけに始まるような支援になります。 

 妊娠期に面接した方には、妊娠期の５万円ということを差し上げるということと、出産

後、全戸訪問ということで、札幌市は出産した後全員に家庭訪問させていただいているの

ですけれども、専門職の家庭訪問、それをした場合はまた５万円ということで、妊娠期と

出産後の５万円ずつで、両方で１０万円というふうに給付させていただいているのですけ

れども、何分まだ始まったばかりの事業でして、実績、何人ぐらいというところはまだ、

ちょっと手元にも、今日お持ちしていないのですけれども、実際に母子手帳交付時にまず

面接をして、支援が必要な人は、専門職の保健師ですとか、あと委託の訪問指導員なども

おりますので、支援にしっかりつながっております。 

 この事業が始まって新しくなったのが、中期のアンケートということで、中期にこちら

からプッシュ型でアンケートを送らせていただいて、心配なことがあるかないかを聞かせ

ていただいて、訪問を希望される方にはおうちに伺うということで、今まで札幌市は、妊

婦さんには初妊婦の訪問をしていたのですが、初妊婦に限らず、妊婦さんも訪問するとい

うことで、支援が少し広がっているところでございます。ただ、件数としては、まだ始

まったばかりで、まだたくさんはありませんけれども、妊娠期から大体２歳ぐらいまでの

支援を一応描いているのですけれども、妊娠期から出産、そして健診ということで、引き

続き寄り添いながら、専門職等で支援させていただいている事業になります。また、実績

等につきましては今後、ご報告できるかというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○藤原会長 天野さんよろしいですか。 

○天野委員 担当の相談してくれた方は、同一の方が継続なのですか。 

○事務局（宮村地域保健・母子保健担当課長） そうですね。ただ、たくさんおりますの

で、出産もやっぱり１万二千人ということで生まれますので、妊婦のときに行った方がそ

のまま出産後も行けるようには一応はしているのですけれども、中には別の専門職が伺う

こともございます。 

○天野委員 ありがとうございます。産後も支援が継続できるというのはすごく安心感に
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つながるなと思いますし、生まれてまた状況が、私も子育てしながら、産む前に軽く考え

ていたことも生まれると状況が一変することもたくさんあるので、そこで来てくれたり相

談できるという方が身近にいるというのはすごくいいなと思っています。 

 ありがとうございます。 

○藤原会長 ありがとうございます。 

 ご意見、ご質問、ほかいかがでしょうか。 

 渡辺委員どうぞ。 

○渡辺委員 渡辺と申します。８ページの方のヤングケアラー支援推進事業ですけれど

も、まず、ヤングケアラーの定義って、そもそも曖昧だなと思っていて、国籍が違う子と

かで、親に対する通訳とかもしている子もヤングケアラーに当てはまったりとかしてい

て、実際にヤングケアラーの子を、私、子ども食堂のボランティアをしているので発見し

たことはあるのですけれども、どうやって対応すればいいのかというのがいまいちつかめ

ていないです。 

 あと、ヤングケアラーにきょうだい児の方も含まれると思うのですけれども、そのきょ

うだい児の支援というのは、どういうふうな状態になっているのかというのが気になりま

した。 

 あと、交流サロンの回数が少ないことと、多分まだ一、二か所ぐらいしかやられていな

いと思うので、もうちょっと交流サロンを増やした方がいいかなと思いました。 

 以上です。 

○藤原会長 ありがとうございます。札幌市もヤングケアラーは実態調査をかなりされて

いると思いますが、今のご質問のところでの交流サロンの設定、回数ですとか、あるいは

どれぐらいのヤングケアラーの定義を用いて早期発見とかを進めてきたのかというあた

り、コメントありましたらお願いします。 

○事務局（引地子どものくらし・若者支援担当課長） 子どものくらし・若者支援担当課

長の引地と申します。ご意見、ご質問ありがとうございます。 

 まず、ヤングケアラーの定義に関して、決まっていないのではないかというようなご質

問だったかと思いますけれども、厚生労働省の方で、本来大人が担うべき家事や、ご家族

のケアを日常的にやっておられるお子さんということになっております。 

どのようにヤングケアラーのお子さんを発見しているのかというところでございますけ

れども、一つには、様々な形で、こういうお子さんがいらっしゃるということを市民の

方、それから中学生、高校生には、このぐらいの、名刺サイズのカードをお配りして、ヤ

ングケアラーの方に対して支援を行っている、もしお困りのことがあったら、専門の電

話、ＬＩＮＥなどで相談をお受けするところがあるものですから、そういうところをご紹

介して、何かお困りのことがあれば連絡をくださいねと、そういうような啓発事業を行っ

ているところです。 

 それから、交流サロンについてご質問がございました。昨年の１０月から交流サロンを
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始めまして、昨年は月に１回開催をしていたところなのですけれども、今年度からは月に

２回に、回数を増やしまして、ご参加いただいている方も、昨年は半年間で延べ３５人の

方にご参加をいただいたところ、今年度は４月から７月までの４か月で４４人の方がご参

加いただいている状況で、少しずつ増えてきておりますので、これからも学校、それから

先生などを通じたお声がけを続けて、より多くの該当する方にご参加いただけるような取

組を進めていきたいと、このように考えております。 

 ありがとうございます。 

○藤原会長 渡辺さんよろしいですか。 

○渡辺委員 きょうだい児の支援がすごく気になっていて、きょうだい児というのは、ヤ

ングケアラーの中でも結構特別な存在だと思っていて、その理由が、やっぱり親は、お子

さんに障がいを持っている子がいたら、我慢するのは当たり前だよねというのがあるの

で、心身ともに疲れてしまう部分が大きいと思うのです。となったら、交流サロンだけで

は足りないと思うのですよね。ショートステイの回数をもっと増やしてあげるとか、ある

程度のことをやっておかないと、きょうだい児の方が疲弊してしまって、鬱病などのメン

タル疾患にかかってしまうと思うので、その辺をもう少し強化するべきだと感じました。 

 以上です。 

○藤原会長 では、最後の部分はご意見ということで、特にヤングケアラーの中でも、

きょうだいをケアしている、そのきょうだいが障がいを持っている方の場合ということで

ご意見だったと思います。ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○加藤（智）委員 ありがとうございます。出産・子育てについてなのですけれども、私

ども１０団体のうち９団体の構成団体が親子のサロンということでやらせていただいてい

ることと、それから、ＮＰＯ法人として、子育てサポートセンター事業の緊急サポートを

受託しているものですから、その関連からお話しさせていただきたいのですけれども、こ

れはお願いというか、これからというところなのですけれども。 

 私ども、日々親子の皆さんと触れ合っているのですけれども、今、出産前からいろいろ

な情報をお渡ししているということで、きっかけをつくりながらお渡ししているようなの

ですけれども、実際子育てサロンに来られているお母さん方に聞くと、情報としてはいっ

ぱいもらったのだけれども、実際頭の中に一つも入っていなくて、記憶にないという方が

ほとんどなのです。「こういう制度、説明ありましたよね」と聞くと、「聞いていませ

ん」とか「忘れました」という方がほとんどなのです。お母さんたちは、初めての出産

だったり初めての子育てて、本当に日々日々頭がいっぱいなのですよね。その中で、たく

さん一度にまだ経験していないことの情報をもらったとしても、入っていないのが事実な

のですけれども。なので、すごくいい制度がたくさんあるので、そこのところを１回２回

とかではなく、何度も何度も繰り返し、その都度伝えていかないと伝わらないなというの
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が実感です。 

 私たち緊急サポートを受託しているものですから、サロンに親子さんが見えた際には、

登録していますかという声をかけながら、丁寧に説明をして、こういう手順で登録できる

んですよというところで登録につながっているのが事実なのです。ただ、実際には、札幌

市の事業としては、出産のとき、母子手帳交付のときに説明があると思うのですけれど

も、記憶に残っていないので、すごく残念だなというふうに思っています。 

 すごく緊急サポートというのも必要な制度ではあるのですけれども、実際使いたいお母

さんが、その制度を知らないために、これは事前登録が必要ということが大前提なのです

けれども、そこのところが分からないために、泣きながら電話してきて、今すぐ使いた

い、今困っているんですという方がすごくたくさんいるというのがとても残念だなという

ふうに思っています。 

 ただ、こういう親御さんに対応できるために、私たち１０団体おりますので、その中

で、また自主事業として、そこにお困りの親御さんを拾うというような、そういうお困り

の声に応えられるということもやっているのですけれども、なかなかその努力だけでは、

実際に困っている方たちに全てが届いていないなというのを実感しますので、ぜひ、もっ

とこの制度は、しっかり使いたい人につながるとか、都度都度、何度も何度も伝えていた

だける場面があるとうれしいなという、感想でしょうか、これからお願いしますというこ

とでしょうか。ありがとうございます。 

○藤原会長 加藤委員ありがとうございます。今のは要望ということで、情報はたくさん

あるのですけれども、その取捨選択も難しいですから、適材、いつ何を伝えるかというあ

たりで工夫ということでのご要望だったとうかがいます。ありがとうございます。 

 ほか、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 加藤委員どうぞ。 

○加藤（弘）委員 北海道大学の加藤です。 

 ９ページのところで、不登校のことについて少し触れられていて、先ほどから各委員か

ら不登校の話も出ていると思うのですけれども、研究者として見ても、全国的に不登校の

増加率が予想を超えて増えているということが一つ、それから、全国の調査を見たとき

に、札幌市がほかの政令市と比べて割と高いのですね、出現率が。なので、具体的に何

か、やっぱり引き続きという表現だけではちょっと弱いような感じがしていて、二つぐら

い視点を考えなければいけないのは、学校をどうしていくかという問題と、不登校になっ

てしまった方たちに、学校外の場所でどういうことをしていくかというような、幾つか視

点が必要になってくると思うのです。一方で、学校は学校で疲弊しているという状態があ

ると思いますので、今の学校の制度を維持したまま何かしていただくということよりも、

やっぱり学校外のところでも何かできることがないのかということを考えていく必要があ

ると思うのですけれども、その辺についてもしご意見があれば、教えていただけるとあり

がたいなと思います。 



- 28 - 

 

○藤原会長 これはご質問というよりもご意見ですが、いかがでしょうか。不登校の出現

率は政令指定都市の中で確かに札幌は高いということが分かっているのですが、今の加藤

委員のご意見としては、学校の中ではなくて、学校の外での支援とか、どれだけ札幌が

やっていけるかということだと思います。 

○事務局（太田教育相談担当課長） 教育委員会教育相談担当課長、太田でございます。

ありがとうございます。 

 本当に委員ご指摘のとおりでございまして、不登校支援については、二つの側面で未然

防止といいますか、不登校全てが悪いというわけではないと法律にも書かれてありますの

で。ただ、不登校にならないような学校づくりという視点が一つ。それからもう一つは、

不登校になってしまった子どもに対してどういう支援をしていくか。この２点で対応を考

えていく必要があるだろうというふうに思います。 

 今、学校外での取組につきましては、教育支援センターですとか、それから教育支援セ

ンターでのさらにオンラインを活用した支援ですとか、または学校においても、先生方の

負担にはなってしまう部分もあるのですけれども、オンラインを活用した関わり、学習支

援等もできるようにはなっておりますので、そのあたりを少し充実させていく必要がある

だろうと。 

 もう一つは、やはり不登校支援となかなか一くくりにできないのが正直ありまして、本

当に子ども一人一人の状況によって関わり方が異なってくるものだというふうに考えてお

ります。子どもたちのその困りを一つずつキャッチしながら、その子どもたちにどういう

ふうな関わりがいいのかというのは、時間がかかるのですけれども、より丁寧にやってい

く必要があるだろうと。そして、子どもの権利の部分に関わると思うのですけれども、不

登校になることでようやく休めた、エネルギーを回復できたというふうに考える子どもた

ちもおりますので、本当にそういう子どもたちが学びたいと思ったときに、学校外でも学

校内でも学ぶことができる、学びにも様々な形があると思いますけれども、そういう環境

づくりを教育委員会としてはつくっていかなければいけないというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○藤原会長 加藤委員よろしいですか。 

○加藤（弘）委員 前回も多分言ったと思うのですけれども、別に批判とかいうわけでは

なくて、不登校の数の伸び方に対して、例えば支援の場所の数の伸び方というのが全然一

致していないような感じがしていて、確かに支援センターとかあるのだけれども、その相

談員が１人当たり抱える数とかというのが、多分、ただ増えてしまっているだけになって

いるのではないかなと思いますので、これは一人一人の教員が頑張るとか、一人一人の支

援に頑張るというレベルではなくなってきているのではないかなと思いますので、できれ

ば、予算の面であったりとか制度の面として受け止めていただいて、拡充していく方向を

考えていただけるとありがたいなというふうに思います。 
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○事務局（太田教育相談担当課長） ありがとうございます。 

○藤原会長 あと、このまとめのところでも、文言として「引き続き」ということ以上の

やっぱり積極的な表現の方が、札幌市の取組としてもよろしいのではないかということか

と思いますので、ご検討いただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○ 原委員 箭原と申します。 

 子どもの権利条約のところでの、子どもに対しての教育とか浸透とかというのは、学校

を通じていろいろやって、大分なってきたと思うのですけれども、子どもももちろんそれ

を知って、自己犠牲というか、そういうものはしなくていいんだよというのを小さいとき

から教えていくというのはとても大事だと思うし、それをずっとやってきていただいてい

ると思うのですけれども、そうすると今度、子どもの周りにいる大人も、子どもの権利と

いうのはこういうもので、守らなくちゃいけないんだよと、そこを侵害してはいけないん

だよというところも、大人が分かっているつもりにならないで、ちゃんとそこの教育の部

分というのもつくっていかないといけないのではないかなと。 

 それと、あと、世の中がどんどん変わっていっているので、早いですよね。そうする

と、それこそ不登校が増えているというのも、やっぱり今までの既存の生活とか教育に合

わないから、そこに行きたくないとか行けないとかというのが増えているのだと思うの

で、そうなるとその周りにいる大人たちも、自分たちの今までやってきたことが正しいの

かというか、このままやっていいのかというところを考え直さなくてはいけないという部

分になっていると思うので、一番手っ取り早くは、子どもの権利条約を大人もしっかり

と、今の時代に合った方法で学んでいくという場所をつくっていくというのも大事ではな

いかなと思います。 

 あと児童相談所ですよね。一時保護、すごく増えていて、満杯状態ですね。それでま

た、来ているお子さんがなかなかのハードなのですね。実際。でも、そこの職員も先生方

もすごく大変。１人のお子さんに２人か３人つかないと、脱走するわ、物を壊すわ、水を

まくわというような状態の一時保護の中で、じゃ、そこにどれだけの職員を多く入れたら

いいのかというのは、今現在は人数を増やせばいいかもしれないですけれども、そうじゃ

ないですね。その子たちがそうやって一時保護に行かなければ、いけない状態になる前に

何とかしなくちゃいけないというのは、札幌市としては少しずつやっていく施策を増やす

という部分だと思うので、これは地道にいろいろなものをやっていかないと、それこそ一

時保護、本当にパンクしますよねという状態まで来ていると思っています。 

○藤原会長 原委員、ありがとうございます。二つの側面があったと思いますが、一つ

は、子どもの権利を守るというのを、子どもに対してだけ啓蒙するのではなくて、周辺の

大人も子どもの権利の尊重ということを理解するような何かの働きかけがもっとないと、

周辺での理解が足りないまま子どもの権利とうたっていてもちょっと実効性がないという

ようなお話だったと思います。 
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 あとは、後半の部分に関しては、児相の一時保護の場所が既に十分パンクはしている状

態だと思いますけれども、さらにその中での子どもの権利というのが、誰がどうやって

守っていくかというような話は今までも出ていたかと思いますので、その点について、札

幌市としての見解も表すべきではないかというようなことかと思いました。 

 よろしいでしょうか。ご意見ということでお聞きいたします。 

 大体、大分時間もここで使わせていただいたのですが、もし、まだちょっとどうしても

という意見がありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 大変活発なご意見、ご質問どうもありがとうございました。まだこれで完了というわけ

ではないですけれども、現時点で皆さんのご意見をまた踏まえて、この実施報告書という

ことの中身をさらによりよいものにしていただくというところで、この議論を生かしてい

きたいと思います。事務局には、本日の意見を報告書の中に反映していただいて、またそ

の後、ホームページで公表していただきますようお願いいたします。 

 それでは、本日議案としては、この１点のみとなります。次が報告になりますが、報告

に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○馬場委員 弁護士の馬場でございます。 

 資料４－１と４－２に関連するのですが、４－１の８ページに、（３）のところで、ア

ンケート調査ということが書かれてあります。その具体的な中身が、資料４－２の横に

なった表の１４ページにあります。そこを読みますと、３６のところですけれども、いじ

め対策・自殺予防事業、この中にいろいろ書かれてあるのですが、令和４年度の状況につ

いて、アンケート調査を継続実施し、調査結果の分析内容を各学校に周知するなど、いじ

めの問題について適切につなげるほか等々と書かれてあります。質問したいのは、ここを

どんなふうにアンケート調査について学校に具体的に報告をして、どういう指導されてい

るのか。アンケート調査の中身によっては、こういういじめがあるとかいうようなことが

具体的に出てきている可能性があります。その場合、学校の方にどんなふうな指導をされ

ているのか。 

 そこで実は、質問の意味は、学校にはいじめ防止基本方針というのが策定されているは

ずです。そして、その基本方針の中には、いじめ対策組織というのを学校でつくらなけれ

ばならないというふうに書いてあります。ですから、教育委員会さんの方では、各学校に

そういう方針、いじめ対策組織をつくりなさいということを指示されていて、実際には、

それは設置されていると思うのですけれども、私のいじめの調査の経験からしますと、残

念ながら、基本方針、いじめ対策組織というのが必ずしも適切に運用されていない。いじ

め対策組織というのが、いつ開催されるのか、どういう形で誰が開催をするのかというこ

とが全く書かれていない。そのような基本方針が非常に多く見られます。 

 そうしますと、ここに書かれてある実施状況についての報告について、今申し上げた基
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本方針、対策組織とどんなふうに連携をして学校に指示をしているのか、学校の方とその

辺についてきちんと連携をして、こういうふうにアンケート調査のいじめについては、い

じめ対策組織で検討して、こんなふうに指導しましたよと、あるいはいじめ対策組織の中

で、場合によっては先ほど出ました不登校につながって重大事態だということで動くよう

なことが実際にあったのかなかったのか、その辺の調査もきちんと追跡をされているのか

どうか、この辺について質問させていただきたいのと、あとは意見ですけれども、さっき

申し上げたように、各学校の基本方針と対策組織は、正直言って形だけでございます。こ

の法律ができたときに、仏つくって魂入れずにならないようにしてほしいというふうに関

与した学者の先生がおっしゃっていましたけれども、現実にはそのような状況です。法律

はそうですけれども、現場に基本方針があって、対策組織があるのですね。それを動かそ

うとするのは学校の現場の先生です。それを動かすようにきちんと指導されるのは教育委

員会の役割だと思っています。その辺について、ここに書かれてある調査の実施につい

て、今のようなことが具体的にこんなふうにやっていますよとか、あるいはさっき申し上

げた意見について、教育委員会としてどんなふうに考えておられるのか。私は再調査の部

会ですから、直接このテーマと関わらないのですけれども、経験から申し上げたのですけ

れども、その辺教えていただければと思います。 

○藤原会長 馬場委員ありがとうございます。 

 では、回答をお願いしてよろしいですか。 

○事務局（月宮子ども企画課長） 事務局からでございます。貴重なご意見どうもありが

とうございます。 

 本来、この場でお答えさせていただきたいところだったのですけれども、教育委員会の

所管いたします担当課長が公務のため、本日の会議、ただいまちょっと失礼をさせていた

だいておりまして、本日この場で回答をご用意できない状況にございますので、改めまし

て、今のご意見、教育委員会の方にもお伝えさせていただきまして、お調べいたしまして

ご回答をさせていただきたいと思いますので、大変申し訳ございませんが、そのような扱

いでよろしくお願いしたいと思います。 

○藤原会長 それでは、今日ではないにしても、今の馬場委員のご質問に対しては、見え

る形で、このメンバーの方が共有できるというふうに回答をお待ちするということで、馬

場委員よろしいでしょうか。 

○馬場委員 はい、大丈夫です。 

○藤原会長 では、よろしくお願いいたします。 

 

  ４．報  告 

○藤原会長 それでは、次へ進んでよろしいでしょうか。 

 報告に移らせていただきます。各部会の決議状況についてです。 

 条例第９条第６項の規定に基づき、各部会で決議を行うこととした審議事項について、
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事務局から順次報告をお願いいたします。 

○事務局（月宮子ども企画課長） それでは、札幌市子ども・子育て会議の各部会の決議

状況でございますが、令和５年３月２４日以降に開催いたしました開催の状況につきまし

て、資料の５から８におきましてご報告をさせていただきます。 

 まず、資料５、放課後児童健全育成事業部会の決議状況でございます。 

 令和４年度第１回の部会を３月１５日に開催しており、「令和５年度民間児童育成会新

規参入可能校区の指定について」について説明をし、ご意見をいただいております。 

 このほか、令和２年度以降の放課後児童健全育成事業に実施した主な取組、長期休業期

間の昼食提供（試行実施）、札幌市児童福祉法施行条例の改正についてご報告しておりま

す。 

 続いて、令和５年度第１回の部会を６月２３日に開催しており、「令和５年度民間児童

育成会新規参入可能校区の指定について」について説明をし、ご意見をいただいておりま

す。 

 このほか、令和５年度放課後児童健全育成事業の予定、障がい児及び医療的ケア児の受

入れ状況についてご報告してございます。 

 続きまして、資料６、児童福祉部会の決議状況でございます。 

 令和５年度第１回の部会は７月２８日に開催し、「札幌市子どもの貧困対策計画」の令

和４年度実施状況及び「第２次札幌市子どもの貧困対策計画」の素案、母子生活支援施設

の在り方検討「母子生活支援施設の目指すべき方向性（素案）」、社会的養護経験者への

ヒアリング結果、里親の認定について説明をしまして、ご意見をいただいております。 

 なお、里親の認定につきましては、個人情報を含むため非公開となってございます。 

 また、ひとり親家庭等自立促進計画作業ワーキンググループにつきましては、６月２３

日、８月３１日とこれまで２回実施しておりまして、現在も継続してご審議をいただいて

いるところです。 

 続いて、資料７、処遇部会の決議状況でございます。 

 令和５年度第１回を７月２８日に開催しており、被措置児童等虐待に関することについ

て報告を行っております。 

 なお、本部会の内容については、個人情報を含むため非公開としております。 

 続いて、資料８、いじめ問題再調査部会の決議状況でございます。 

 令和４年度第１０回を３月１４日に開催しており、再調査の必要性の検討について審議

していただきました。 

 なお、本部会の内容につきましては、個人情報を含むため非公開としております。 

 部会の決議状況につきましては、以上でございます。 

○藤原会長 以上、四つの部会の報告がございましたが、この報告についてご質問等あり

ますでしょうか。 

 北川委員どうぞ。 
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○北川委員 ちょっと勉強不足で教えてほしいのですけれども、この放課後児童健全育成

事業部会というのは、今いろいろな方の意見が出ていた、例えば子どもの居場所だとか、

学習支援だとか、子ども食堂だとか、そういうところも中に入って審議されているので

しょうかということをお聞きしたかったのです。 

○藤原会長 ご質問ありがとうございます。資料は記録なので箇条書きになっています

が、そもそもこの範疇といいますか、どこまでが放課後児童健全育成事業部会の任務なの

かというあたり、少し補足していただけますか。 

○事務局（月宮子ども企画課長） 先ほど資料２の裏面の方でも、部会の方の内容につい

てご説明させていただいたのですけれども、放課後児童健全育成事業部会につきまして

は、あくまでも放課後児童健全育成事業に関する事項ということに内容の方は限定されて

いるものでございますので、それ以外の事業につきましては、基本的にはほかの部会での

対応ということになろうかと思います。 

○北川委員 では、そちらは児童福祉部会の対応になるということなのでしょうかね。居

場所づくり事業は。 

○事務局（月宮子ども企画課長） 児童福祉部会の①にもありますが、児童福祉に関する

事項の調査協議とかという形のところでも整理されてくるかと思います。 

○北川委員 分かりました。先ほど、委員の方からおっしゃっていましたけれども、一保

護が多くなっているということで、昨日たまたま栃木県の居場所を見てきて、一時保護に

至る前の子ども、親子を支えている学習支援と食事と、学校に迎えに行ってお風呂に入れ

て、洗濯までして帰しているという居場所事業、国の指定を受けているみたいなのですけ

れども、やっていたので、札幌市もこれからそういう困っている子どもたちや親子を支え

る事業って非常に重要になってくるかなと思いますので。 

 それは、児童福祉部会の方で話し合うということなのですね。国の方では生育の方で取

り上げているみたいなのでこちらかなと思ったのですけれども、児童福祉部会の方でとい

うことで、分かりました。その辺も非常に大事だと思いますので、今後ともよろしくお願

いします。 

○藤原会長 ありがとうございました。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

 馬場委員どうぞ。 

○馬場委員 どの部会に入るか分からないのですが、スクールカウンセラーさん、スクー

ルソーシャルワーカーさんの数が絶対的に足りないというのはもうはっきりしているので

すね。これについて、市の方で今後どんなふうに質的にも量的にも、お子さんが不登校に

ならないような、あるいは特性を持ったお子さんにどんなふうに対応していくかについ

て、そういう資格を持った方について増やしていく計画を持っておられるのか、それはど

この部会で議論するのかちょっと分かりませんけれども、その辺はどうなのでしょうか

ね。 
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○藤原会長 部会でいうとどれなのかということと、今どれぐらいそういう話が出ている

かということですね。 

○事務局（引地子どものくらし・若者支援担当課長） 子ども未来局子どものくらし・若

者支援担当課長の引地と申します。 

 本来であれば、所管である教育委員会の方からご回答申し上げるところなのですけれど

も、先ほど申し上げたとおり、担当の課長が不在なものですから、承知している範囲で、

子ども未来局の方からご説明させていただきたいと思います。 

 委員のおっしゃるとおり、スクールソーシャルワーカーさん、それからスクールカウン

セラーさんは、子どもたちの健やかな成長のために非常に重要な職というふうに私どもも

認識をしておりまして、ただいま児童福祉部会の方で、子どもの貧困対策計画の改定の審

議をしていて、その中でも重要な取組というふうに考えております。 

 札幌市全体として、現在、次の５年間の計画、アクションプランの議論をしているので

すけれども、その中で、今後どうしていくかということを議論しておりますので、この場

ではご回答は難しいのですけれども、一定の方向性が見えましたら、また今後ご説明して

まいりたいと思いますので、そのようにご理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○藤原会長 馬場委員、ご質問に対してよろしいでしょうか。部会としては、これもまた

児童福祉部会ということになっています。 

 ほかはご質問等よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 大変長時間、活発なご意見、ご質問ありがとうございました。 

 これで、議事に関しては終了させていただきたいと思います。マイクは事務局にお戻し

いたします。 

 

  ５．閉  会 

○事務局（月宮子ども企画課長） 藤原会長、議事の進行どうもありがとうございまし

た。 

 また、委員の皆様、本日は長時間にわたりご審議をいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 なお、会議の議事等につきましては、改めてご意見、ご質問等ございましたら、事務局

の方までご連絡をいただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の子ども・子育て会議は、以上をもって終了させていただきます。本日

は、誠にありがとうございました。 

 


